
 

                       

令和２年３月 27 日 

港湾局 海洋・環境課 

 

洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説（改定版）等を策定しました 

～洋上風力発電施設検討委員会の審議結果～ 
 

経済産業省と国土交通省は、洋上風力発電の円滑な導入の促進に向け、昨年施行された海洋再生

可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（以下、「再エネ海域利用法」

という。）、電気事業法及び港湾法に基づく審査手続きの合理化や事業者の負担軽減のため、洋上風

力発電施設検討委員会を令和元年６月に設置し、洋上風力発電設備に関する基準類の検討を進めて

います。 

今般、一般海域の洋上風力発電事業にも適用可能となる洋上風力発電設備に関する技術基準の統

一的解説等の改定に向けた審議を行いました。 

本日、同委員会における審議結果を取りまとめた、洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的

解説（改定版）等を策定しましたので、お知らせします。 
 

経済産業省と国土交通省は、洋上風力発電プロジェクトの円滑化を図るため、電気事業法と港湾

法に基づく審査手続きの合理化や事業者の負担軽減に向け、港湾区域における洋上風力発電事業に

係る「洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説」（平成 30 年３月）、「港湾における洋上風

力発電設備の施工に関する審査の指針」（平成 30 年３月）、「洋上風力発電設備の維持管理に関する

統一的解説」（平成 31年３月）を策定・公表しました。 
 
昨年、再エネ海域利用法が施行され、海域の大半を占める一般海域について、関係者との調整の

枠組みを定めつつ、長期にわたる占用を可能とする制度が整備されたことを受け、一般海域におけ

る洋上風力発電設備に関する基準類について、令和元年６月に洋上風力発電施設検討委員会を設置

し、検討を進めてまいりました。 
 

今般、同委員会における審議を踏まえ、一般海域の洋上風力発電事業にも適用可能となる洋上風

力発電設備に関する技術基準の統一的解説（改定版）等を策定しましたのでお知らせします。 
 
改定事項の概要は以下のとおりです。 

○「洋上風力発電備に関する技術基準の統一的解説」について 

設置場所として港湾区域と一般海域を並記、構造形式を追加（浮体式を並記）、IEC の改定内容を

反映 等 

○「港湾における洋上風力発電設備の施工に関する審査の指針」について 
設置場所として港湾区域と一般海域を並記、タワーのプレアッセンブル時の強風・地震動の考え

方を記載 等 

※資料名は「洋上風力発電設備の施工に関する審査の指針」に変更します。 

○「洋上風力発電設備の維持管理に関する統一的解説」について 
設置場所として港湾区域と一般海域を並記 等 

 
なお、洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説（改定版）等につきましては、

https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000054.htmlからご参照いただけます。 

同時発表：経済産業省 

【問い合わせ先】 
港湾局 海洋・環境課 酒井、増田 
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